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肝炎対策に係る近年の動き   

肝炎対策 Ｂ型肝炎特措法 Ｃ型肝炎特措法 

 
H13.3 
 
H14.4 
 
 
H19.4 
 
H20.1 
 
H20.4 
 
 
H22.1 
 
H22.4 
 
 
 
H23.5 
 
H26.4 
 
 
H26.9 
 
 
H28.4 
 
H28.6 
 
H29.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
・H19.11 Ｃ型肝炎訴訟 大阪高裁（和解勧告） 
･H20.1 Ｃ型肝炎特別措置法（議員立法）施
行(フィブリノゲン製剤等による感染者が対
象) 

・H20.1 Ｃ型肝炎訴訟  基本合意書締結 
 
 
 
 
 
 
 
 
・H24.9  改正Ｃ型肝炎特別措置法施行 
 ①給付金の請求期限をH30.１まで延長 
 ②追加給付金の請求期限の延長 
   （給付金の支給後10年以内→20年以内） 
 
 

 
 
 
 
 
 

・H30.1.15 現行のＣ肝特措法に基づく請求期限 

 
・肝炎対策に関する有識者会議報告書 
 
・C型肝炎等緊急総合対策 
（肝炎ウイルス検査、研究事業の開始） 
 
・肝疾患診療体制の整備開始 
 
・緊急肝炎ウイルス検査事業の開始 
 
＜肝炎総合対策の開始＞ 
・インターフェロン治療の医療費助成開始 
 
･肝炎対策基本法施行 
 
・肝炎医療費助成の拡充（自己負担限度額 
の引下げ、Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤 
の助成開始） 
 
・肝炎対策基本指針策定 
 
・初回精密検査及び定期検査費用 
の助成開始 
 
・Ｃ型肝炎のインターフェロンフリー治療の 
医療費助成開始 
 
・定期検査費用助成の対象者の拡充 
 
・肝炎対策基本指針改正 
 
・定期検査費用の自己負担額の引き下げ 

 
 
 
 
 
・H18.6 Ｂ型肝炎訴訟 最高裁判決 
 
 

・H20.3以降 Ｂ型肝炎訴訟  
 全国10地裁で700名超が国を提訴 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・H23.6 Ｂ型肝炎訴訟 基本合意書締結 
・H24.1 Ｂ型肝炎特別措置法（閣法）
施行（集団予防接種による感染者が対
象） 

 
 
 

 
・H27.3 Ｂ型肝炎訴訟 除斥肝がん等の金
額について和解（基本合意書（その２）） 
 
・H28.5  改正B型肝炎特別措置法成立 
（給付金の請求期限をH34.１まで延長等） 
 
 
 
 
 

フィブリノゲン製剤等による肝炎ウイルス感染が社会問題化 



肝炎総合対策の枠組み 
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肝炎対策基本法 (平成２１年法律第９７号） 

肝炎対策基本指針策定（第９条～第１０条） 

肝炎対策推進 
協議会 

関係行政機関 

・肝炎対策に関する基本理念を定める（第２条） 

・国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにする（第３条～第７条） 

・肝炎対策の推進に関する指針の策定を定める（第９条～第１０条） 

・肝炎対策の基本となる事項を定める（第11条～第１８条） 

厚
生
労
働
大
臣 

策
定 

   肝炎対策基本指針 

●公表 

●少なくとも５年ごとに検討、必要に応じ変更 
９つの項目に関して取り組む内容を規定 

 ・基本的な方向 ・肝炎予防 ・肝炎検査 ・肝炎医療体制 

 ・人材育成 ・調査研究 ・医薬品研究 ・啓発人権 

 ・その他重要事項 

 

研究の推進（第18条） 

・ 医師その他の医療従事者の育成 

・ 医療機関の整備 

・ 肝炎患者の療養に係る経済的支援 
・ 肝炎医療を受ける機会の確保 
・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制 
  の整備 等 

肝炎医療の均てん化の促進（第13条～第17条） 

・肝炎患者等を代表する者 

・肝炎医療に従事する者 

・学識経験のある者 

・ 肝炎の予防の推進 
・ 肝炎検査の質の向上 等 

設置 

意見 

協議 

資料提出等、
要請 

実施に当たり 
肝炎患者の 
人権尊重・ 
差別解消 
に配慮 

（第２条第４号） 

基本的施策（第11条～第18条） 

目 的（第１条） 

予防・早期発見の推進  
（第11条～第12条） 

平成23年5月16日策定 
平成28年6月30日改正 
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    肝炎対策基本指針の概要  
事項 項   目 主  な  内  容 
第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の

推進の基本的な方向 
〇 肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを目標とし、肝がんのり患率を出来るだけ減少させることを 
 指標として設定すること。 

第２ 肝炎の予防のための施策に
関する事項 

○ 新たな感染を予防するため、肝炎についての正しい知識を普及することが必要であること。 
○ B型肝炎母子感染予防対策の取り組みを進めること、Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種を推進していくこと。 

第３ 肝炎検査の実施体制及び検
査能力の向上に関する事項 

○ 全ての国民が少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受けることが必要であることを周知すること。 
○ 受検者の利便性に配慮して肝炎ウイルス検査を受検できる体制の整備等を引き続き進めること。 
〇 健康診断時等に併せて肝炎ウイルス検査が実施されるよう、医療保険者や事業主等の関係者の理 
 解を得て、その促進に取り組むこと。 

第４ 肝炎医療を提供する体制の
確保に関する事項 

○ 全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受けられるよう、地域での肝炎診療ネットワーク 
 の構築をさらに進める必要があること。 
○ 受診勧奨及び肝炎ウイルス検査後のフォローアップに関する取組を推進すること。 
〇 働きながら継続的に治療を受けることができるよう、事業者等の関係者の理解及び協力を得られるよう 
 に啓発を行う必要があること。 

第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に
関する人材の育成に関する
事項 

○ 肝炎医療コーディネーター等の、肝炎の感染予防について知識を持つ人材や、感染が判明した後に適 
 切な肝炎医療に結びつけるための人材を育成することが必要であること。 

第６ 肝炎に関する調査及び研究
に関する事項 

○ これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実績を総合的に評価、検証するとともに、肝  
 炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研究を推進すること。 

第７ 肝炎医療のための医薬品の
研究開発の推進に関する事
項 

○ 肝炎医療に係る最近の動向を踏まえ、特に、B型肝炎、肝硬変の治療に係る医薬品を含めた、肝炎医 
 療に係る新医薬品等の研究開発の促進、治験及び臨床研究の推進、審査の迅速化等が必要であること。 

第８ 肝炎に関する啓発及び知識
の普及並びに肝炎患者等の
人権の尊重に関する事項 

○ 肝炎ウイルス検査の受検勧奨や新たな感染の予防、不当な差別を防ぎ、肝炎患者等の人権を守り、 
 社会において安心して暮らせる環境をつくるため、普及啓発が必要であること。 

第９ その他肝炎対策の推進に関
する重要事項 

○ 肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実を図ること。 
○ 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方について、検討を進めること。 
○ 国は、都道府県に対して、地域の実情に基づき関係者と協議のうえ、肝炎対策に係る計画及び目標の 
 設定を図る様に促すこと。 
○ 国民一人一人が、自身の肝炎ウイルス感染の有無を確認すること、感染の可能性がある行為につい 
 て正しい知識を持ち、新たな感染が生じないように適切に行動すること、肝炎患者等に対する不当な差 
 別が生じること等のないよう、正しい知識を身につけ、適切な対応に努めること。 

平成23年５月16日策定 
平成28年６月30日改正 



   
 
  

572億円（572億円） （参考）Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 

 ｢肝炎対策基本指針｣に基づき、肝硬変・肝がんへの移行者を減らすことを目標として、肝炎医療、肝炎ウイルス検査、普及啓発、研究などの「肝炎総合対策」を推進する。 

基本的な考え方 

   
  ○ウイルス性肝炎に係る医療の推進           

  ・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る患者の自己負担を軽減し、適切な医療の確保と受療の促進を図る。 
   

  ○肝がん・重度肝硬変の治療研究の促進及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築    

    ・ 肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担軽減を図りつつ、肝がん・重度肝硬変治療にかかるガイドラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促
進するための仕組みを構築する。  

１． 肝疾患治療の促進 ８3億円（７０億円） 

 

平成30年度予算案 168億円 （平成29年度予算額 153億円） 
 

 

  ○肝炎総合対策推進国民運動（知って、肝炎プロジェクト）による普及啓発の推進 
  ・都道府県等や民間企業と連携した多種多様な媒体を活用した効果的な情報発信を通じ、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性などをわかりやすく伝える啓発事業を展開する。 

４． 国民に対する正しい知識の普及 ２億円（２億円） 

   
 ・「肝炎研究１０カ年戦略」を踏まえ、Ｂ型肝炎の画期的な新規治療薬の開発や肝硬変の病態解明と新規治療法の開発等を目指した実用化研究と、肝炎対策を総合的に推進するための基

盤となる行政的な課題を解決するための政策研究を推進する。 

 
  

５． 研究の推進 ３７億円（３７億円） 

平成３０年度 肝炎対策予算案の概要 

  
 
  ○地域における肝疾患診療連携体制の強化 
  ・都道府県等への助成により、都道府県と肝疾患診療連携拠点病院を中心とした関係機関の連携を強化するとともに、医療従事者や肝炎医療コーディネーター等の人材育成、肝炎患者 

   等への治療や生活の相談支援等を行い、肝疾患診療連携体制の強化を図る。 
   
  ○肝炎情報センターによる支援機能の戦略的強化 
  ・国立国際医療センター肝炎情報センターによる肝疾患診療連携拠点病院への支援機能を強化して、地域の肝疾患医療や患者等の支援の向上を図る。 
  ・肝疾患診療連携拠点病院の相談員等が、肝炎患者からの相談に対する補助ツールとして活用することができる相談支援システムの構築・運用等を行う。 

３． 地域における肝疾患診療連携体制の強化 
６億円（６億円） 

改 

   
   ・利便性に配慮した肝炎ウイルス検査体制を確保し、相談や職域の健康診断における啓発の実施などにより、肝炎ウイルス検査の受検を促進する。 

   また、市町村での健康増進事業において、肝炎ウイルス検査の個別勧奨を実施する。 

  ・肝炎ウイルス検査陽性者への受診勧奨を行うとともに、初回精密検査や定期検査費用に対する助成を行い、肝炎患者の早期治療を促進し、重症化の予防を図る。                               

２． 肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進 ４０億円（3９億円） 

新 
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実 施 主 体    都道府県 

対   象   者 
 Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者 

 （所得制限：年収約３７０万円未満を対象） 

対 象 医 療 
 肝がん・重度肝硬変の入院医療とし、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が
4ヶ月以上の場合に、4ヶ月目以降に高額療養費の限度額を超えた月に係る医療費に対し、
公費負担を行う。 

自己負担限度月額    １万円 

財 源 負 担    国 １／２  地方 １／２ 

平成30年度予算案    １０億円  （※実施日は平成30年12月1日～（予定）） 

肝がん・重度肝硬変研究 
及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規) 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業                      １０億円（０億円 ） 

  
       

B型Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担の軽減を図りつ
つ、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制
などを目指した、肝がん・重度肝硬変治療にかかるガイドラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促
進するための仕組みを構築する。 

 



指定医療機関 
・指定方法： 
  ・医療機関から申請し、都道府県が指定  
       （入院医療の公費請求が可能） 
・役割：臨床データの提供（臨床調査個票等） 
    公費負担医療の請求ができる機関 

都道府県 

患者 

肝がん・重度肝
硬変の認定 

参加者証（仮称）交付 

・臨床調査個人票 
（診断書）の作成 
・入院記録票（仮称） 
 の交付・記録 

  研究班 

※患者は、臨床調査個人票（臨床
データ）等を提供し、研究の 
基礎資料として使用されることに
同意の上で申請する 

研究の 
基礎資料 
に利用 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業イメージ図（案） 

補助 

国 

国  １／２ 

○公費負担対象医療（案） 
 ・肝がん・重度肝硬変に対する 
  入院医療を対象 
 ・過去１年以内に高額療養費の限 
  度額を超える入院医療が４か月 
  以上の場合（多数回該当）の 
  ４か月目以降の入院医療費で高 
  額療養費に達するもの 

肝がん・重度肝硬
変の診断（判断） 認定協議会 

 
 
 

認定 

医療保険優先 

国から臨床データの提供を依頼 

提供 
臨床調査個人票 
（臨床データ） 

同意書 

研
究
成
果 

臨
床
デ
ー
タ
等
提
供
・助
言
と
連
携 

・参
加
者
証
（仮
称
）の
提
示 

・入
院
記
録
票
（仮
称
）の
提
出 

（社会保険診療報酬支払基金） 
（国民健康保険団体連合会） 

審査支払事務 
委託契約 

指定医療機関の指定 

新規申請 

公費負担分 
の支払 

治療費 
支払 

 
治療費 
請求 

審査支払機関 

保険者 

請求 支払 

※H30.３.２時点のイメージ案であり、今後変更となる可能性がある。 

指定医療機関の指定の申請 

国への臨床データの提供 

公費負担分 
の請求 



 本システムでは、拠点病院等における相談員等が、肝炎患者からの様々な相談内容を個人情報に十分に配慮して記録・検
索・編集し、また、それをデータベース化することで、個々の事例に適した対応ができるよう、補助ツールとしての活用が期待
され、全国的な相談員の質の均てん化により、肝炎患者の悩みの軽減や生活の質の向上へとつなげることができる。 

 「肝炎対策基本指針」第４（２）シにおいて、「肝炎患者等への相談対応について、都道府県及び肝疾患診療連携拠点病院
（以下「拠点病院」という。」）は、地域の実情に応じて適切な体制を整備する。」とされており、様々な状況におかれた肝炎患
者等の相談体制を充実させることが求められているところ。 
 このため、平成２６年度から２８年度まで厚生労働科学研究費補助金「肝疾患患者を対象とした相談支援システムの構築・
運用・評価に関する研究」において、「肝疾患患者相談支援システム」を構築し、研究協力機関にて試験的運用をしてきたと
ころ。運用の結果、当該システムの有用性が認められることから、全国の拠点病院に導入し、肝炎患者の相談支援に活用す
ることとする。 

 政策、制度概要 

 対象業務 

 主な関係者と役割 （国立研究開発法人）国立国際医療研究センター 
肝炎・免疫研究センター 

肝炎情報センターがシステムの管理・運用 

Ａ拠点病院 Ｃ拠点病院 

Ｂ拠点病院 Ｄ拠点病院 

相談員（医師、看護師、事務職員等） 

肝疾患患者相談支援 
システム データベース 

相談内容の記録 
・検索・編集 

・相談件数･動向の閲覧 
・模範回答事例の検索 
・相談員間での意見交換 

タブレット端末、ＰＣ 
端末等で操作 肝炎患者からの相談 

   電話、メール、面談等 

【厚生労働省】 
システムの運営費等を補助 
（肝炎情報センターへの委託費） 

肝疾患患者相談支援システムについて 
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無症候 慢性肝炎 肝硬変 肝がん 

肝炎の進行と対策のイメージ 
10～40年 感染 

障害認定(肝硬変)／自立支援医療(移植のみ) 

障害年金（肝硬変） 

肝
炎
医
療
費
助
成 

核酸アナログ製剤治療      （肝がんについては、慢性肝炎、肝硬変の段階から助成を受けている者） 

インターフェロン治療 

インターフェロンフリー治療 

重
症
化
予
防
対
策 

定期検査（年2回、所得等に応じ、無料、2000円/回又は3000円/回） 

• 平成26,27,28,29年度に新薬を助成対象に 

・ 認定基準の緩和 

 （28年4月～） 

Ｂ型 Ｃ型 

Ｂ型 

Ｃ型 

所得に応じ、自己負担 
１万円/月又は２万円/月 

経過観察を要する場合 

          初回精密検査(無料) 

検査結果が陽性の場合 

肝炎ウイルス検査（保健所や委託医療機関で実施。原則無料） 

・平成26年度に創設 

・助成の対象者の拡充(所得制限の緩和)(28年度予算) 
・自己負担限度額の軽減（29年度予算） 

9 

入院治療 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（案） 

・平成30年12月に創設予定 
（年収約370万円未満、高額療養費4ヶ月目以降、 
  自己負担1万円） 



肝炎ウイルスの感染予防 
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「集団生活の場における肝炎ウィルス感染予防」のための手引・ガイドライン 
（研究代表者：東京大学医学部附属病院感染症内科 四柳 宏）が作成 

・日常生活の場でウィルス肝炎の伝搬を防止するためのガイドライン  
・保育の場において血液を介して感染する病気を防止するためのガイドライン 
・高齢者施設における肝炎対策のガイドライン 

 ⇒ 厚労省ＨＰ上に公開。 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/poster.html 

肝炎ウイルスの感染防止について 
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Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化について 
 平成２８年２月２２日の予防接種・ワクチン分科会において、これまでの部会等の審議を踏まえ、 
Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化について、以下のとおり了承された。 

１．開始時期     平成２８年１０月 

２．分類  Ａ類疾病 

３．対象年齢 平成２８年４月以降に出生した、生後１歳に至るまでの間にある者 

４．接種回数 ３回 

５．その他 

  （１）母子感染予防の対象者の取扱い 
     HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、健康保険によりＢ型肝炎ワクチンの 
    投与（抗HBs人免疫グロブリンを併用）の全部又は一部を受けた者については定期 
    予防接種の対象者から除く。 
 

  （２）長期療養特例 
     接種の対象年齢の上限は設けない。 
 

  （３）既接種者の取扱い 
     定期の予防接種が導入される以前に、定期の予防接種に相当する方法ですでに 
    接種を受けた対象者については、定期接種に規定された接種を受けた者とみなす。 

※Ａ類疾病：人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、 
  若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病。 
  本人に努力義務あり。 

H28.3.17. 第17回肝炎対策推進協議会参考資料より 
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肝炎検査の受検促進 
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肝炎ウイルス検査等について 

肝炎にかかっているかどうかは肝炎ウイルス検査を受けなければ分からず、早期発見、早期治療の観点から、
すべての国民が少なくとも一生に一度は検査を受けることを目標に検査を推進 

○検査の受検状況 全国民の半分程度（２３年度全国サンプル調査） 

○検査を受けられる場所 

受検可能な場所 対象者 費用負担 実績 

地方自治体（検診） 

都道府県（感染症検査） 保健所、委託医療機
関 

全年齢 無料 Ｂ型、Ｃ型とも３１
万人（27年度） 

市町村（健康増進事業） 委託医療機関 ４０歳以上 一部自己負担（無料実
施市町村もあり） 

Ｂ型、Ｃ型とも８９
万人（27年度） 

職域健診 
 ※ 肝炎ウイルス検査は

オプション項目として実
施 

委託検査機関、委託
又は保険者の検査セ
ンター 等 

希望者 自己負担（軽減している
事業主、保険者もある） 

不明 

○検査陽性率 Ｂ型 0.7％ Ｃ型 0.4％（26年度 自治体検査実績） 

○検査陽性者のフォ
ローアップ 

重症化予防事業（初回精密検査、定期検査）による患者への助成（医療保険
自己負担軽減）を通じ、医療機関への受診を促す（都道府県補助） 

国は肝炎対策として地方自治体を通じて検診の補助を実施 

⇒ 陽性者のうち、精密検査未受診の者が５３万人以上存在（26年度厚労科研研究班推計） 

※上記のほか、ウイルス感染が疑われる場合には、自ら保険医療機関（病院、診療所）に行き、保険診療として受検することもできる。 
  その場合の費用負担は、医療保険制度の自己負担（３割等） 
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H22 H23 H24 H25 H26 H27

地方自治体の肝炎ウイルス検査の受検者数 
 

 厚生労働省 健康局 がん･疾病対策課 肝炎対策推進室調べ（特定感染症検査等事業、健康増進事業報告より集計） 

実施主体 事業名 受検可能な場所 対象者 H27年度実績 

都道府県 
保健所設置市 
特別区 

特定感染症検査 
等事業 

保健所 
委託医療機関 

全年齢 Ｂ型: 317,170人 Ｃ型: 306,658人 

市町村 健康増進事業 委託医療機関 40歳以上 Ｂ型: 889,740人 Ｃ型: 889,419人 

 Ｂ型 812,947 1,042,044 1,105,216 1,165,637 1,201,633 1,206,910 

 Ｃ型 804,804 1,021,773 1,097,664 1,151,063 1,191,633 1,196,077 

0 

40 

80 

120 
万人 

 Ｂ型  Ｃ型 
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フォローアップ事業                                       

自治体が実施する肝炎ウイルス検査 
医療機関 や 職域検査 

特定感染症検査等事業 健康増進事業 

HBs抗原検査「陽性」 
及び 

C型肝炎ウイルス検査「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」 
陽性者  

重症化予防推進事業の流れ 

重症化予防事業（都道府県、政令市及び特別区） 健康増進事業（市町村）     

方法； 
対象者に対し、同意を得た上で、調査票を年１回送付する等により医療機関の受診状況や診療状況を確認し、 
未受診の場合は、必要に応じて電話等により受診を勧奨 

フォローアップ
事業の対象者 

初回精密検査の費用助成                          

定期検査の費用助成                          
肝炎治療特別促進事業 

（医療費助成）                      

※対象は、自治体の実施する肝炎ウイルス検査での陽性者 

肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップ 
により陽性者を早期治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化 
予防を図る。 

事業概要 

治療
対象 



●対象者： 以下の全ての要件に該当する者 
  ・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する 
    法律の規定による被保険者 
  ・１年以内に重症化予防事業における肝炎ウイルス検査又は健康増進事業の肝炎ウイルス 
    検診において陽性と判定された者 
  ・フォローアップに同意した者 
 
●助成対象費用：  
  ・初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都道府県が認めた費用。 
   

  検査項目；下記に示されている項目のみ 
   a 血液形態・機能検査（末梢血液一般検査、末梢血液像） 
   b 出血・凝固検査（プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間） 
   c 血液化学検査（総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、 
     AST、ALT、LD、(ZTT)） 
   d 腫瘍マーカー（AFP、AFP-L3%、PIVKA-Ⅱ半定量、 PIVKA-Ⅱ定量） 
   e 肝炎ウイルス関連検査（Hbe抗原、Hbe抗体、HCV血清群別判定等） 
   f  微生物核酸同定・定量検査（HBV核酸定量、HCV核酸定量） 
   g 超音波検査（断層撮影法（胸腹部）） 
 
●助成回数：１回 
 
●検査費用の請求について必要な書類（対象者が準備） 
  ・請求書、医療機関の領収書、診療明細書、肝炎ウイルス検査の結果通知書 ⇒ 都道府県知事に請求 

重症化予防推進事業 
 ①初回精密検査の費用助成 

検査項目；下記に示されている項目のみ 

（ 実施主体：都道府県 ） 



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

50

100

150

200

北
海
道

 

青
森
県

 

岩
手
県

 

宮
城
県

 

秋
田
県

 

山
形
県

 

福
島
県

 

茨
城
県

 

栃
木
県

 

群
馬
県

 

埼
玉
県

 

千
葉
県

 

東
京
都

 

神
奈
川
県

 

新
潟
県

 

富
山
県

 

石
川
県

 

福
井
県

 

山
梨
県

 

長
野
県

 

岐
阜
県

 

静
岡
県

 

愛
知
県

 

三
重
県

 

滋
賀
県

 

京
都
府

 

大
阪
府

 

兵
庫
県

 

奈
良
県

 

和
歌
山
県

 

鳥
取
県

 

島
根
県

 

岡
山
県

 

広
島
県

 

山
口
県

 

徳
島
県

 

香
川
県

 

愛
媛
県

 

高
知
県

 

福
岡
県

 

佐
賀
県

 

長
崎
県

 

熊
本
県

 

大
分
県

 

宮
崎
県

 

鹿
児
島
県

 

沖
縄
県

 

初回精密検査助成人数（H27） 

初回精密検査助成人数/地方自治体が実施する肝炎ウイルス検査の陽性者（H27） 

初回精密検査費助成の受給者数（平成27年度） 

厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 肝炎対策推進室調べ（特定感染症検査等事業報告、健康増進事業報告、重症化予防事業報告より集計） 

人 

○ 折れ線グラフで示す割合は、「平成27年度に各都道府県で初回精密検査費助成を受けた人数」を「平成27年度に各都道府県及び当該都道 
 府県内の市町村が特定感染症検査等事業又は健康増進事業で実施した肝炎ウイルス検査の陽性者の人数」で機械的に除したものである。 



重症化予防推進事業 
 ②定期検査の費用助成 

●対象者： 以下の全ての要件に該当する者 
  ・医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の 
    規定による被保険者 
  ・肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者（治療後の経過観察を含む） 
     ※無症候性キャリアは対象外  
  ・住民税非課税世帯に属する者又は市町村民税（所得割）課税年額が235,000円未満の世帯 
    に属するもの 
  ・フォローアップに同意した者 
  ・肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者（※重複受給でないこと） 
   
●助成対象費用 
  ・初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として都道府県が認めた費用。 
  

  検査項目；前述の初回精密検査の項目と同様 
  ・肝硬変・肝がん（治療後の経過観察を含む）の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を 
    対象とすることができる。また、いずれもの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象。 
 
●助成回数： 年２回（初回精密検査を含む） 
 
●検査費用の請求について必要な書類 
  ・請求書、医療機関の領収書、診療明細書、世帯全員の住民票の写し、世帯全員の住民税非課税証明書、 
   診断書 ⇒ 都道府県知事に請求 
       医師の診断書が必要 
 

（ 実施主体：都道府県 ） 



定期検査費助成の受給者数（平成27年度） 

厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 肝炎対策推進室調べ（重症化予防事業報告より集計） 
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人 

○ 平成27年度までは、住民税非課税世
帯のみ助成対象。 

○ 平成28年度から、助成対象を世帯の
市町村民税課税年額235,000円未満
の者まで拡大。 

○ さらに平成29年度から、自己負担限
度額を一部引き下げ。 

  住民税非課税世帯 無料（変更なし） 
  世帯の市町村民税課税年額235,000円未満 
   慢性肝炎    １回３千円⇒２千円 
   肝硬変、肝がん １回６千円⇒３千円 



  平成26年度   平成27年度   平成28年度   平成29年度 

助成回数 年１回   年２回   年２回   年２回 

              

所得制限 
(助成対象) 

・住民税非課税世帯⇒無料 

  ●住民税非課税世帯⇒無料   ●住民税非課税世帯⇒無料 

●世帯の市町村民税課税年額が     ●世帯の市町村民税課税年額が   

 235,000円未満の者    235,000円未満の者 

 ・慢性肝炎:1回につき3千円自己負担    ・慢性肝炎:1回につき2千円自己負担 

 ・肝硬変・肝がん:1回につき6千円自己負担    ・肝硬変・肝がん:1回につき3千円自己負担 

  
 慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者に対し、定期的な介入を通じて早期治療に結びつけ、重症化予防を図るため、 
定期検査費用の助成を行う（平成26年度より助成開始）。 

  

○  血液検査、超音波検査、CT・MRIを用いた定期検査に係る費用助成に関し、世帯の市町村民税課税年額 

  235千円未満の者の自己負担額について、慢性肝炎患者は１回２千円、肝硬変・肝がん患者は３千円まで 

  軽減する。 

   定期検査費用助成の拡充 

内容の変遷 

29年度予算 

概要 

H28：7.9億円 ⇒ H29：10.8億円 

定期的なスクリーニングの促進（病気の進行の早期発見、早期の治療介入）



医療費助成 
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肝炎医療費助成の開始 

助成の拡充 

以後、新薬登場に合わせて順

次対象医療を拡大 

 

対象医療の更なる拡大（インターフェロン

フリー治療薬を助成対象） 

 

 肝炎医療費助成の対応状況 

H20年4月 

H22年4月 

H26年度 

H27年度 

ダクラタスビル+アスナプレビル 治療効果 85% 

ソホスブビル+リバビリン 治療効果 96% 

ソホスブビル+レジパスビル 治療効果 100% 

パリタプレビル/リトナビル+ 
オムビタスビル 

治療効果 95% 

エルバスビル＋グラゾプレビル 治療効果 97% 

アスナプレビル/ダクラタスビル/ベクラブビル 治療効果 96% 

グレカプレビル＋ピブレンタスビル 治療効果 99% 

全ての治療薬を助成対象 

新薬の登場に合わせ、 
逐次対応 

・Ｂ型慢性肝炎に対するペグインターフェロン単独療法 

・Ｃ型代償性肝硬変に対するペグインターフェロン 

 及びリバビリン併用療法 

・Ｃ型慢性肝炎に対するプロテアーゼ阻害剤を含む 

 ３剤併用療法 

C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療
への助成開始 

・自己負担限度額の引下げ 

・B型肝炎の核酸アナログ製剤   
 治療への助成開始 

・インターフェロン治療に係る利用  
 回数の制限緩和 

H28年度 

H29年度 

H29.11.22薬価収載 
インターフェロンフリー再治療 治療効果 94% 



インターフェロンフリー治療薬の状況（Ｃ型肝炎経口治療薬） 

一般名 製品名 
HCV 

遺伝子型 
作用機序 

治療 
期間 

効果 
(SVR率) 

保険適用時期 販売元 

アスナプレビル 
ダクラタスビル 

ダクルインザ錠 
＋ 

スンベプラ 
カプセル 

ジェノ 
タイプ 
1型 

NS3阻害剤 
＋ 

NS5A阻害剤 
24W 85% H26.9 ブリストル・ 

マイヤーズ 

ソホスブビル ソバルディ錠 
ジェノ 
タイプ 
2型 

NS5B阻害剤 
＋ 

リバビリン 
12W 96% H27.5 

ギリアド・ 
サイエンシズ 

レディパスビル 
ソホスブビル 

ハーボニー 
配合錠 

ジェノ 
タイプ 
1型 

NS5A阻害剤 
＋ 

NS5B阻害剤 
12W 100% H27.8 

ギリアド・ 
サイエンシズ 

ジェノタイプ 
2型 12W 96% H30.2 

ジェノ 
タイプ 
1型 

NS3阻害剤 
＋ 

NS5A阻害剤 
12W 94% H27.11 

ジェノ 
タイプ 
2型 

NS3阻害剤＋ 
NS5A阻害剤＋ 

リバビリン 
16Ｗ 85％ H28.9 

グラゾプレビル 
エルバスビル 

グラジナ錠 
＋ 

エレルサ錠 

ジェノ 
タイプ 
1型 

NS3阻害剤 
＋ 

NS5A阻害剤 
12W 97% H28.11 ＭＳＤ 

アスナプレビル 
ダクラタスビル 
ベクラブビル 

ジメンシー 
配合錠 

ジェノ 
タイプ 
1型 

NS3阻害剤 
＋ 

NS5A阻害剤 
＋ 

NS5B阻害剤 

12W 96% H29.2 
ブリストル・ 
マイヤーズ 

グレカプレビル 
ピブレンタスビル 

マヴィレット配合錠 
ジェノ 
タイプ 

1型2型 

NS3阻害剤 
＋ 

NS5A阻害剤 

8～
12W 

99.1% H29.11 アッヴィ合同会社 

（平成30年2月現在） 

注１；SVR(sustained virological response)：血中HCV-RNA持続陰性化（ウイルス学的著効） 
注２；「効果（ＳＶＲ率）」欄にあるのは、治験段階での数値である。 
注３；慢性肝炎のみ保険適用 

注１ 注２ 

注３ 

パリタプレビル/リトナビル 
 オムビタスビル 

ヴィキラックス 
配合錠 

アッヴィ合同会社 



地域の肝疾患診療連携体制 
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肝炎対策における肝疾患診療連携拠点病院の位置付け 

肝疾患診療連携拠点病院 
（都道府県に原則１カ所） 

国立国際医療研究センター 
肝炎・免疫研究センター 
肝炎情報センター 

健診部門 

肝疾患専門医療機関 
（2次医療圏に1カ所以上） 

紹介 紹介 紹介 

国 民 

肝炎ウイルス検査 

相互
紹介 

健診機関 診療所・病院 保健所 その他 

連携・支援 
技術指導 

連携・支援 

① 専門医等による診断と治療方針の決定 
② 抗ウイルス療法の適切な実施 
③ 肝がんの高危険群の同定と早期診断  

① 肝疾患に係る一般的な医療情報の提供 

② 都道府県内の医療機関等に関する情報の
収集や紹介 

③ 医療従事者や地域住民を対象とした研修
会・講演会の開催や肝疾患に関する相談支援 

④ 肝疾患に関する専門医療機関と協議の場の
設定 

＋ 肝がんに対する集学的治療を行うことがで
きる医療機関 

約3000施設 
（平成28年11月時

点） 

47都道府県・70施設 
（平成28年7月時点） 
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肝炎患者等支援対策事業等における実施スキーム図 

厚生労働省 
肝炎情報センター 

都道府県 

拠点病院 

○肝疾患診療地域連携体制強化事業 
 ・肝疾患相談センター事業 
 ・市町村等技術支援等事業経費 
 ・地域連携事業経費 
 ・拠点病院等連絡協議会 

○研修等事業（肝炎情報センターより助成） 
 ・肝臓病教室開催 
 ・家族支援講座開催 
 ・就労モデル事業 
 ・肝炎専門医療従事者研修事業 
 ・一般医療従事者研修事業 
 ・市民公開講座開催 

都道府県毎での実施計画策定 
（評価指標の設定含む） 

○肝炎対策協議会等事業 
・肝炎患者等支援対策 
・肝炎患者支援手帳等作成 
・専門医療機関相談等事業 
・地域肝炎医療治療コーディネーター養成 
・肝炎対策協議会等開催 
・肝炎診療従事者研修 
・シンポジウム開催 
・肝炎対策リーフレット等作成 
・普及啓発事業 計画策定にお

いて調整 

計
画
書
提
出
・

申
請 

委託 

○肝炎情報センター戦略的強化事業 

・肝炎対策地域ブロック戦略会議 
・情報発信力強化戦略会議 

・多角的普及啓発事業（肝炎マップ等） 
助成(1/2） 
・肝疾患診療地域連携
体制強化事業 
・肝炎対策協議会等事
業 

助成 
（強化事業分） 

○指標、事業の効果等検証・提言 

研
修
等
事
業
を
助
成 

計画提供 
計画、指標の状況を通して進捗確認 

提言 

提言 提言 

第18回肝炎対策推進協議会資料 27 



肝炎医療コーディネーター 
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肝炎医療コーディネーターについて 

 身近な地域や職域、あるいは病院等に配置され、それぞれが所属する領域に応じて必要とされる肝炎に関する基礎的な
知識や情報を提供し、肝炎への理解の浸透、相談に対する助言や相談窓口の案内、受検や受診の勧奨、制度の説明な
どを行う。他の肝炎医療コーディネーターとも協力・連携することで、肝炎の「予防」、「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアッ
プ」が促進されることが期待される。 
 さらに、身近な地域や職域で肝炎医療コーディネーターが活動し、肝炎への理解を社会に広げる基盤が醸成されることによ
り肝炎患者への差別や偏見の解消に繋がることも期待される。 

肝炎医療コーディネーター 
1人で全ての役割を担うのではなく、様々な領域のコーディネーターがそれぞれの強みを活かして 
患者をみんなでサポートし、肝炎医療が適切に促進される様に調整（コーディネート）する 

国
民 

肝
硬
変
・
肝
が
ん
へ
の

移
行
者
を
減
ら
す 

肝炎対策基本指針 
の目標 肝炎対策のステップ 

・肝炎に関する基本的 
 な知識の普及・啓発 
・Ｂ型肝炎ワクチンの 
 定期接種 
・相談窓口の案内 

ステップ０ 
「予防」 

ステップ１ 
「受検」 

ステップ２ 
「受診」 

ステップ３ 
「受療」 

・肝炎ウイルス検査 
 の受検勧奨 
・検査が受けられる 
 医療機関、検診 
 機関の紹介 

・肝炎検査陽性者 
 への受診勧奨 
・専門医療機関や拠点 
 病院、肝疾患相談の 
 紹介 
・初回精密検査や定期 
 検査費用助成の案内 

・医療費助成や障害者 
 手帳等の制度の案内 
・服薬指導 
・仕事と治療の両立 
 支援 
・抗ウイルス治療後の 
 定期受診の勧奨 

保健師 自治体職員 職場関係者 看護師 医師 薬剤師 患者会 
自治会等 

歯科医師 

「肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について」（健発0425第4号平成29年4月25日厚生労働省健康局長通知）参照 

http://1.bp.blogspot.com/-SCwRA20jwKM/UlX5AxPVsQI/AAAAAAAAY74/nu3pNIyzau0/s800/nurse_cap.png
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCwIvrla3SAhXDVbwKHRCLBPMQjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust144.html&bvm=bv.148073327,d.cGw&psig=AFQjCNF_ehTlUYslXRBo08lrTbBh2M1ksg&ust=1488178151250889
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEsf6Slq3SAhXIEbwKHd_jBvUQjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust103.html&bvm=bv.148073327,d.cGw&psig=AFQjCNEfDsBPXrWp2mW-khnHcNW0wrXnGw&ust=1488178218474788
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxq_Xtlq3SAhVGvLwKHTJKCqoQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_60.html&bvm=bv.148073327,d.cGw&psig=AFQjCNEOVHCQ78q7OOlWBFOiodaejZq-6Q&ust=1488178409170076
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwhpell63SAhUCO7wKHeXbB9cQjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust66.html&bvm=bv.148073327,d.cGw&psig=AFQjCNGv7M3Mr38w7av83Rlidvu06CXEPQ&ust=1488178551781939
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwismP-Una3SAhWKXbwKHb-PBSgQjRwIBw&url=http://blog.goo.ne.jp/illust-amembow/e/e9cd8d9ec594c27ffa6e8e67e09ca3e1&bvm=bv.148073327,d.cGw&psig=AFQjCNH3XbejA7RjPB_CWC7EwJIsVsywqw&ust=1488179518607602
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養成総数 うち平成28年度新規養成数 

肝炎医療コーディネーターなどの養成数 

「平成29年度肝炎対策に関する調査（調査対象H28.4.1～H29.3.31）」厚生労働省 健康局 がん･疾病対策課 肝炎対策推進室調べ 

事業概要 
都道府県は、市町村の保健師、地域の医療機関の看護師、職域の健康管理
担当者などで、肝炎に関する情報の説明、肝炎ウイルス検査後のフォロー
アップや受診勧奨などの支援を行う人材を養成する。 
 

37都府県で計9927名の 
肝炎医療コーディネーターなどを養成 
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医師 

看護師 

保健師 

薬局薬剤師 

病院薬剤師 

歯科医師 

歯科衛生士 

臨床検査技師 

助産師 

医療SW 

薬局職員 

医療機関職員 

管理栄養士 

行政職員 

介護福祉士等 

教職員 

産業医 

産業保健保健師 

健康管理担当 

民間企業職員 

地域住民等 

その他 

肝炎医療コーディネーターなどの職種 

（都道府県数 n=37） 

「平成29年度肝炎対策に関する調査（調査対象H28.4.1～H29.3.31）」厚生労働省 健康局 がん･疾病対策課 肝炎対策推進室調べ 

患者の参画状況 
 

  コーディネーターとして養成 ８ 
  研修会の講師        8 
            （都道府県数） 

 
 
  
 

【参考】肝炎医療コーディネーターの養成及び活動 
     について（健発0425第4号平成29年4 
         月25日厚生労働省健康局長通知） 抄 
 
 ５．肝炎医療コーディネーターの養成 
 （１）対象者 
     ○ 肝炎患者やその家族が肝炎医療コーディ 
    ネーターとなり、当事者の視点で支援にあた 
    ることも有意義と考えられる。 
 （２）内容 
     ○ 肝炎医療コーディネーターには、患者等の 
    気持ちを理解し、それに共感する姿勢と技 
    術が求められる。患者の権利擁護、差別や 
    偏見の防止とともに、個人情報の取扱いに 
    ついても理解する。必要に応じ、患者やその 
    家族の話を直接聞く機会を設けることなども 
    検討されたい。 



肝炎医療コーディネーターの活動場所と活動度合 

○ 【 】内は、当該場所に肝炎医療コーディネーターを配置している都道府県の数（n=36） 
○ 活動度合は、各都道府県による評価 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民間の企業、団体【19】 

障害福祉、介護事業所【８】 

薬局【16】 

検診機関【17】 

市町村、保健所（保健所設置市）【30】 

保健所（都道府県）【30】 

その他医療機関【28】 

専門医療機関【31】 

拠点病院【31】 

積極的に活動している 活動している あまり活動できていない 

活動できていない 活動状況不明 

「平成29年度肝炎対策に関する調査（調査対象H28.4.1～H29.3.31）」厚生労働省 健康局 がん･疾病対策課 肝炎対策推進室調べ 



治療と仕事の両立支援のための肝炎医療コーディネーターマニュアル 

○肝炎医療コーディネーターの職域を対象とした 
 支援 
○肝疾患における専門職の関わり 
○治療と職業生活の両立のための職場、地域での 
 相談窓口 
○生活費、治療費に関すること 
 ・生活費、治療費に関する制度 
 ・身体障害者手帳 
 ・障害年金 
 ・B肝特措法、C肝特措法について 
○人権に関すること 
○治療と就労の両立支援の実際（事例紹介） 
○治療と仕事の両立に向けた患者労働者への支援 
○治療中の日常生活の注意点 
 ・日常生活で気をつけること 
 ・肝疾患患者の食事のポイント 
 ・肝疾患のための運動のポイント 
○両立支援に向けた患者労働者、主治医、  
 事業者（産業保健スタッフ）の連携支援 

厚生労働省のホームページから御覧いただけます。 



「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html 
 

 平成28年２月２３日、厚生労働省は「事業場における治療
と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表した。 
 

 このガイドラインは、事業場が、がんなどの疾病を抱える
方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮
を行い、治療と職業生活が両立できるようにするため、事
業場における取組などをまとめたものである。 
 

 ガイドラインでは、職場における意識啓発のための研修
や治療と職業生活を両立しやすい休暇制度・勤務制度の
導入などの環境整備、治療と職業生活の両立支援の進め
方に加え、特に「がん」、「脳卒中」、「肝疾患」について留意
すべき事項をとりまとめている。 
 
～肝疾患に関する留意事項（平成２９年３月に追加）～ 

 事業主は疾患に関する正しい知識の啓発や環境の整備
等を行うことが重要であることから、肝疾患に関する基礎
情報として、肝疾患の発生状況、主な肝疾患の治療、両立
支援にあたっての留意事項として、肝疾患の特徴を踏まえ
た対応、肝疾患に対する不正確な理解・知識に伴う問題へ
の対応を掲載している。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html


身体障害者認定 
肝機能障害の認定基準見直し 
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身体障害者手帳における肝臓機能障害の認定基準の見直し 

［平成２８年４月１日施行］ 
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見直しの経緯 
○従来は、肝機能障害の認定対象は、チャイルド・ピュー分類Ｃ
（※） が対象 
○患者団体より「チャイルドピュー分類Ｃは厳しすぎ、チャイルド・
ピュー分類Ｂであっても日常生活の制限の実態がある」とのご意見 
○平成２７年５月から「肝機能障害認定基準に関する検討会」を開
催し、平成２７年９月検討会報告書のとりまとめ → 基準の見直し 

 ※血液検査等の値に応じた点数による国際的な肝機能障害の重症度分類で、３段階
（Ａ、Ｂ、Ｃ）のうち、最も重症であるグレードＣに該当する患者が対象。 

見直し 

〔認定対象〕 
○ チャイルド・ピュー分類Ｃから分類Ｂに拡大 
〔１級・２級の要件の緩和〕 
○ 日常生活の制限にかかる指標の見直し 
 
 
 
 
〔再認定の導入〕 
○ １年以上５年以内に再認定（チャイルド・ピュー分類Ｂの場合） 

 
 
 
  
 

血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち１項目以
上が３点 

 肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項
目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む３項目以上が２点以上 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

治療による治癒、改善の可能性あり 

時間の経過 

見直し後の対象範囲 

従来対象範囲 

あわせて、１級・２級
の要件を緩和 

チ
ャ
イ
ル
ド
・
ピ
ュ
ー
分
類 

障害認定に関する関係機関 

○都道府県、指定都市、中核市［認定機関］ 

 ・基準の見直しの趣旨を踏まえた認定 

 ・関係機関、住民への基準の見直し内容の周知 

○指定医 

 ・基準の見直しの趣旨を踏まえた診断書・意見書の作成 

○指定都市、中核市以外の市町村［窓口］ 

 ・関係機関、住民への基準の見直し内容の周知 

○医療機関 

 ・肝炎拠点病院、専門医療機関、かかりつけ医それぞ 

  れの立場での基準の見直しの趣旨を踏まえた対応 

 ・患者への基準の見直し内容の周知 



特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等

の支給に関する特別措置法の概要 
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特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の概要 

 集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるＢ型肝炎ウイルスの感染被害の全体的な解決を図るため、当該連続使用に
よってＢ型肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者等を対象とする給付金等を支給するため、所要の措置を講
ずるもの。（平成24年1月施行。平成28年に5年延長等の改正法（5月20日公布・8月1日施行）） 

 

（１） 対象者は、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等における注射器の連続使用により、７歳になるまでの間にＢ型 
  肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者等（特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者） 
 

（２） 対象者の認定は、裁判上の和解手続等（確定判決、和解、調停）において行う。 

１．対象者 

 

（１） 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金 ： 
 
 
 

 
  
 
 
（２） 追加給付金 ： （１）の受給者について、病態が進展した場合、既に支給した金額との差額（②、④、⑥及び⑧は全額）を支給 
   他に、⑧については、定期検査費等に係る一部負担金相当等を支給 

２．特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者を対象とする給付金等の支給 

 

 ・社会保険診療報酬支払基金に基金を設置し、政府が資金を交付。 
 ・政府は、平成24年度から平成33年度までの各年度において支払基金に対して交付する資金については、平成24年度において
必要な財政上及び税制上の措置を講じて、確保（法附則）。 

４．費用及び財源 

 

 ・平成34年１月12日までに提訴（和解日等から１か月以内に請求） 
   ・なお、追加給付金は、 病態が進展したことを知った日から３年以内に請求（新規の提訴は不要） 
   定期検査費等は、当該検査等を受けたときから５年以内に請求（新規の提訴は不要） 

３．請求期限 

  ※ 支給事務は、社会保険診療報酬支払基金が実施。 
  ※ 下線は法改正により追加された病態。 

   ① 死亡・肝がん・肝硬変（重度）                     3600万円 
   ③ 肝硬変（軽度）                              2500万円  
   ⑤   慢性Ｂ型肝炎                             1250万円 
   ⑦ 無症候性持続感染者               600万円 

  ※ 給付金等を受けるためには
提訴する必要がある。 

②除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変（重度）  900万円 
④除斥期間が経過した肝硬変(軽度）    600万円（300万円＊） 
⑥除斥期間が経過した慢性Ｂ型肝炎    300万円（150万円＊）  
⑧除斥期間が経過した無症候性持続感染者                   50万円 
     ＊現にり患しておらず、治療を受けたこともない者に対する給付額 

※ 訴訟手当金として、弁護士費用（給付金の4％）、検査費用を支給。 



C型肝炎特別措置法に基づく 

給付金の請求について 
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創
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国 ②判決、和解等 

和解等者数：2,306人 
（H30.1月末） 

企
業 

③給付金の請求 

平成19年度予備費：200億円 
平成22年度補正予算：95億円 

交 付 金 

⑤企業負担の請求 

企業負担計251億円（H30.1月末） 

⑥企業負担の支払 ④給付金の支給 

総給付計：517億円（H30.1月末） 

①訴訟提起 

提訴者数：3,245人 
（H30.1月末） 

○ 感染被害者の製剤投与の時期を問わない早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法により施行。
（平成20年１月16日）。 

 

○ 特定の血液製剤（特定フィブリノゲン製剤、特定血液凝固第Ⅸ因子製剤）の投与を受けたことによって、
Ｃ型肝炎ウイルスに感染された方又は相続人に対し、症状に応じて給付金を支給。給付金の支給後２０年以
内に症状が進行した場合、差額を追加給付金として支給。 

  【給付内容】肝がん・肝硬変、死亡：4,000万円 慢性肝炎：2,000万円 無症候性キャリア：1,200万円 
 

○ 給付を受けようとする者は、給付対象者であることを裁判手続の中で確認の上、証明資料（判決、和解
等）と併せて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に請求を行う。 

   裁判所への「訴えの提起」等は、2023年(平成35年)１月15日(法施行後15年)まで 
                      （→日曜日のため1月16日まで）に行わなければならない。 

Ｃ型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について 

仕 組 み 

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金
の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成29年法律第85号）により、 

 訴えの提起等の期限が延長（法施行後10年→15年）された【平成29年12月15日施行】 

40 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150855.html 厚生労働省 大量出血した方へ 検索 詳しくは、 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150855.html


「知って、肝炎プロジェクト」 
啓発活動の推進 
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知って、肝炎プロジェクト 大使・スペシャルサポーター 
■広報動画 厚生労働省 YOUTUBEオフィシャルサイト 

■大使・サポーターが首長訪問等の啓発活動を実施 
※五十音順（敬称略） 平成28年７月末時点 

特別参与   杉 良太郎 
特別大使   伍代 夏子 
広報大使   徳光 和夫 
肝炎対策大使 小室 哲哉 
 

スペシャルサポーター 
石田 純一  
岩本 輝雄 
w-inds. 
上原 多香子 
AKB48メンバー 
EXILEメンバー  
小橋 建太 
コロッケ 
島谷 ひとみ 
清水 宏保              
瀬川 瑛子         

SOLIDEMO  
高橋 みなみ 
田辺 靖雄 
豊田 陽平 
夏川 りみ 
仁志 敏久  
平松 政次 
堀内 孝雄 
的場 浩司 
山川  豊              
山本 譲二         
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青森県 
16.3.25  

島谷ひとみ氏 

秋田県 
16.10.18  

仁志敏久氏 

茨城県 
15.11.26 仁志敏久氏 

栃木県 
17.3.1 

的場浩司氏 

東京都 
14.8.7 伍代夏子氏 

山梨県 
16.3.9 

伍代夏子氏 

静岡県 
15.11.5 

伍代夏子氏 

愛知県 
16.9.2 

AKB48 
木﨑ゆりあ氏 

三重県 
16.11.17 

山川 豊氏 

富山県 
16.8.23 

上原多香子氏 

和歌山県 
16.11.9 

瀬川瑛子氏 

大阪府 
16.11.9 

小室哲哉氏 

徳島県 
17.7.10 

伍代夏子氏 

香川県 
16.9.2 岩本輝雄氏 

広島県 
15.9.14  

島谷ひとみ氏 

愛媛県 
16.1.13 

上原多香子氏 
17.11.23 

伍代夏子氏 

佐賀県 
15.5.8 

高橋みなみ氏 

熊本県 
15.5.19 

コロッケ氏 

宮崎県 
16.2.2 

岩本輝雄氏 
鹿児島県 
16.10.31 

田辺靖雄氏 

沖縄県 
17.1.16 

夏川りみ氏 

知って、肝炎プロジェクト 地方自治体訪問実績 
（平成30年２月27日現在 30都府県、21市町村） 

福岡県 
17.8.29 

堀内孝雄氏 

埼玉県 
17.8.29 

徳光和夫氏 

高知県 
17.８ .４ 

石田純一氏 

山口県 
17.10.17  

杉良太郎氏 
EXILE ATSUSHI氏 

新潟県 
17.10.31 

小橋建太氏 

岐阜県 
17.10.24 

杉良太郎氏 
滋賀県 
18.1.16 

山川豊氏 

福島県 
18.1.19 

瀬川瑛子氏 

千葉県 
18.1.30 伍代夏子氏 



肝炎ウイルス検査啓発用、危険予告動画の作成 

肝炎ウイルス検査啓発のための危険予告動画 「後悔のすえに」を作成。 
（左が本編、右は予告編） 
 
・ 手遅れになる前に肝炎検査をうける機会は幾度もあった。人ごととは思わず、まずは一度、検査を。 
・ 都道府県、保健所設置市、特別区、拠点病院にDVDを送付。 
・ 知って、肝炎ホームページに動画へのリンクと、動画のダウンロードファイルを掲載。 
・ どなた様でもご活用いただけます。  
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医療関係職種の養成所・養成施設におけるＢ型肝炎教育の推進 

 感染拡大防止と偏見差別防止のためのＢ型肝炎被害の歴史的事実を踏まえた教育の実施と、患者講義を授業に取り
入れるといった教育の工夫について、看護師等の医療関係職種の養成所・養成施設に対して周知するよう、昨年１０
月３０日に厚生労働省医政局及び健康局担当課から都道府県宛に事務連絡を発出した。 

肝炎に関する情報発信（教育、啓発）の取組 

45 

医療従事者養成課程向けＢ型肝炎教育資材の開発の研究 

 医療従事者養成課程向けのＢ型肝炎教育に関する教育資材の開発を目的とした厚生労働科学研究（大阪市立大学榎
本大先生）において、平成２９年度中に正しい知識の教授及び偏見差別防止のための教育資材を開発する予定として
いる。 

肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止の研究 

 平成２９年度より、肝炎患者等も参加した厚生労働科学研究「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被害防止へ
の効果的な手法の確立に関する研究」（長崎医療センター八橋弘先生）を実施している。 

 平成２４～２５年度に実施された厚生労働科学研究「肝炎ウイルス検査体制の整備と普及啓発に関する研究」（慶
應義塾大学加藤真吾先生）の成果を基にして、「青少年のための「初めて学ぶ肝炎」」としてリニューアルして本年
２月９日に肝炎情報センターのホームページに掲載し、広く国民に学んで頂けるように取組を行っている。 

青少年のための教育プログラム 

 日本肝臓学会及び学会会員との連携を強化し、肝炎対策等の周知への協力依頼の事務連絡を本年２月７日に発出した。 

日本肝臓学会及び学会会員との連携した周知、啓発 
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青少年のための「初めて学ぶ肝炎」 

・青少年のための肝炎ウイルスの感染予防教育プログラム：厚生労働科学研究費補助金 難病・がんなどの疾病分野の医療の実用化研究事業
「肝炎ウイルス検査体制の整備と普及啓発に関する研究」（研究代表者：加藤真吾） 



研究の推進 
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肝炎研究１０カ年戦略  肝炎治療戦略会議取りまとめ 
（戦略期間：平成２４年度～３３年度） 

平成28年度 
中間見直し 

◆肝炎研究の戦略 

肝炎研究 
７カ年戦略 

H20年度～ H24年度～ 

肝炎研究 
１０カ年戦略 

中間見直し 

H28年度 

・Ｂ型肝炎創薬実用化研究を追記 
・抗ウイルス療法に係る新規知見の 
 追記、修正 

・インターフェロンフリー治療の登場等 
・戦略目標（研究成果目標、治療成績目標）の 
 追記、修正 
・改正した肝炎対策基本指針を反映 

 《研究成果目標》  ※研究内容自体のアウトプット（新設） 

  臨床研究   Ｂ型肝炎：ウイルス排除を可能とする治療薬・治療法を開発し、臨床試験・臨床応用につなげる 

           Ｃ型肝炎：薬剤耐性ウイルスに効果のある治療薬・治療法を開発し、臨床試験・臨床応用につなげる 

           肝硬変 ：線維化の改善に資する治療薬・治療法を開発し、臨床試験・臨床応用につなげる 

           肝がん  ：肝発がん、再発を予防する治療薬・治療法や予知する検査法・診断法を開発し、臨床試          

                   験・臨床応用につなげる 

  基礎研究   各領域で基礎研究を推進し、臨床応用に資する成果を獲得する 

  疫学研究   肝炎総合対策に係る施策の企画、立案に資する基礎データを獲得する 

  行政研究   肝炎総合対策の推進に資する成果を獲得する 
 
 

 

Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の治療成績の向上
を目指し、肝炎に関する臨床・基礎・疫学
研究等を推進する。 

【目的】 

 【中間見直し】 

戦略目標（H33年度まで） 

 《治療成績目標》  ※研究成果等を踏まえたアウトカム（現状を踏まえた見直し） 

  (1)抗ウイルス療法による5年後のＢ型肝炎のHBs抗原陰性化率   約６％→約８％ 

  (2)Ｃ型慢性肝炎、代償性肝硬変におけるSVR率      約90%以上→約95～100% 

  (3)非代償性肝硬変(Child-Pugh C)における50%生存期間 約18ヶ月→約24ヶ月 

  (4)肝硬変からの肝発がん率   Ｂ型肝硬変  約３%→約２%   Ｃ型肝硬変  約５～８%→約３～５% 

特に、Ｂ型肝炎、肝硬変の治療
に係る医薬品の開発等に係る研
究を促進 
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